
強権で知られるロドリゴ・ドゥテルテ大統領の政権
発足から2年が経過し、現在フィリピンでは実に20

年ぶりとなる大規模な税制改革が進行中です。今後も
数年間をかけてさまざまな改定が予定されており、日
系企業をはじめとする外資系企業からも高い注目を集
めています。
本稿では、今般の大規模な税制改革の状況、今後の
動向および日系企業に与える影響について解説します。

これまでのフィリピンの税制は1997年制定の内国
歳入法がベースとなっており、その改定および税務当
局から公表される税務通達等によって成り立っていま
した。施行から20年以上経過していることから時代の
要請にそぐわなくなってきており、度重なる改定や頻
繁に公表される税務通達等によって混乱をきたすこと
も少なくありませんでした。
現在、フィリピンでは、大規模なインフラ整備計画
である「ビルド・ビルド・ビルド」をはじめとするさま
ざまな経済政策が推し進められています。それらの経
済政策推進のために必要不可欠な財源を確保し、諸外
国と比べても競争力のある、一貫した税制体制を構築
することが今回の税制改革の主な目的となっています。
改革の大きな方向性は、フィリピン国民の大部分を

占める貧困層、中間層の税負担を減らすことを主眼に、
東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国と比べて税率の
高い法人所得税、個人所得税を減税する一方、間接税
の増税や外資系企業に対するインセンティブ等の見直
しなどによって総合的な税収増を目指すものです。
今回の税制改革によって改定される税目は、個人所
得税、法人所得税、付加価値税（VAT）などの間接税、
税務インセンティブなど、多岐にわたります。すでに
2018年1月1日より税制改革法第一弾（Package1、共
和国法10963号）としてその一部が施行されており、税
制改革法第二弾（Package2）法案が現在議会で審議
されています。

2018年1月1日より施行となった税制改革法第一
弾（Package1）の主な内容は＜表1＞のとおりです。
これ以外にも、キャピタルゲイン課税や付加給付課税、
利息収入の源泉税率など変更は多岐にわたりますが、
影響が大きいと思われる代表的なもののみを紹介して
います。

現在審議中の税制改革法第二弾（Package2）法案
は、法人所得税の減税を柱とする改定と投資優遇税制
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の近代化を主な内容としています。それ以外にもさま
ざまな項目が盛り込まれていますが、特に影響度の高
い法人所得税と投資優遇税制の近代化に関する概要は
以下のとおりです。

1. 法人所得税の改定
現在フィリピンの法人所得税は30％であり、ASEAN

諸国において最も高い税率となっています。現在の
Package2法案においては、現行の30％の法人税率
を一定の条件に基づいて段階的に引き下げることが提
案されています。一方で、反租税回避ルール（移転
価格税制など）の改定や選択性基礎控除（Optional 

Standard Deduction）の40％から20％への引き下
げ、最低法人税の適用厳格化などの増税策が盛り込ま
れています。

2. 投資優遇税制の近代化
現在フィリピンには多数の投資促進機関・インセン
ティブがあり、それぞれの特別法に基づき、登録事業者
に対してインセンティブを付与しています。これらの
インセンティブをシングルメニュー化し、新たにイン
センティブを審査する機関を設け、インセンティブ付
与に関する審査と承認を一元管理することが検討され
ています。また、インセンティブが与えられる対象事
業にも大きな変更が加えられ、投資インセンティブを
GDPの一定割合削減することによって、法人所得税
率の引き下げによる税収減を補うことが提案されてい
ます。
特に投資インセンティブ削減は、日系企業に大きな
影響を与えることになります。代表的な投資インセン
ティブとして、現在は一定期間のインカムタックスホ
リデー（法人税免除）の後、総所得5％課税（GIT5％
課税）が無期限で付与されており、付加価値税、関税、
地方税などの税金も無期限で免除されています。しか

し、Package2法案ではこれらのインセンティブが一
定の時限措置を経て廃止または縮小されることが提案
されています。

現在審議中のPackage2法案における投資インセン
ティブ削減は、日系企業をはじめとする外資系企業に
とって非常にネガティブな影響を与えるもので、外国
投資減少につながる恐れが十分考えられます。各国の
大使館や商工会議所、現地の大手労働組合や業界団体
などからも見直しを求める強い働きかけが関係省庁に
対して行われており、フィリピン進出済みの日系企業
および進出を検討中の日系企業は、今後の動向を注視
する必要があります。
また、Package2法案のみならず、すでに施行され

ているPackage1についても、物品税の増税に伴い
物価上昇率が急速に高まっていることなどが問題視
されており、Package1を改正または撤廃すべきと
の声が上がっています。Package1法案の内容も議
会案と最終法案とで内容に乖

かい

離
り

があった経緯もあり、
Package2法案においても同様に先行きは流動的な状
況です。本稿は2018年5月末においての最新状況に
基づいておりますが、最新の動向は、個別に専門家等
にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶表1　税制改革法第一弾（Package1）の主な内容

Ⅴ　おわりに

お問い合わせ先
EYフィリピン（SGV & Co.）
ジャパン・ビジネス・サービス
TEL：+63 998 994 8229
E-mail: kazuma.nakagomi@ph.ey.com

税目 効果 概要
個人所得税 減税（一部高額所得

者にとっては増税）
5～32％の所得税率が0～35％となり、適用税率区分も大幅に変更。特に、旧法においては課税所得500,000php
超で最高税率の32％が適用されていたが、新法においての最高税率35％は課税所得8,000,000php超からとなった。

物品税 増税 石油製品、自動車、タバコ等の物品税率の引き上げに加え、これまで物品税の対象外だった加糖飲料などが新たに物
品税の対象となった。

VAT 増税の可能性
（範囲拡大）

一定の条件を満たしたのち、0％課税の税制優遇措置が廃止されることになった。

Input VATの還付 改善見込み これまでInput VAT（仮払VAT）の還付を受けるのが非常に困難であることが問題視されており、これを改善するた
めの施策が盛り込まれている。

相続税、贈与税 税率等変更 一定の額を超える相続・贈与の一律6％の税率への変更などが行われている。
印紙税 増税 代表的な取引に係る印紙税率が倍になった。

情報センサー Vol.135 Aug-Sep 2018　　13


